
４億１，０００万円 

３億１，２００万円 

令和７年度 四国中央市一般会計補正予算（第８号）の専決処分の概要 

国の物価高克服のための経済対策に係る補正予算に対応し、エネルギー・食料品価格等の

物価高騰の影響を受けた市民及び事業者に対する支援に係る経費について、追加予算を緊急

的に編成し、専決処分によって予算化するものです。 

１  補 正 予 算 の 規 模 

7 億 2,200 万円  （補正後予算額 476 億 100 万円） 

【歳入】  国庫支出金 7 億 1,500 万円、繰 越 金 700 万円 

２  補 正 予 算 の 内 容 

Ⅰ  水道料金負担軽減事業 

エネルギーや食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援

するため、水道料金の一部を９か月間免除します。 

Ⅱ  生活応援商品券事業 

食料品等の物価高騰により家計の負担が増す中、市内の商店等で利用できる商

品券を全市民に配布することで、物価高の影響を軽減するとともに、市内での消

費を下支えし、もって商業の活性化を図ります。 
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７． 手続 使用者が行う手続は無く、水道局が基本料金を差し引いた金額で請求する。

８． スケジュール ３月上旬　広報・ホームページ及び水道検針票などで周知予定

５． 対象者及び件数 水道局と給水契約を結ぶ全ての水道使用者　約４５，０００件

６． 免除対象期間
令和８年４月～１２月請求分（９か月間）
（令和８年３月～１１月検針分）

３． 事業費総額 ４億１，０００万円

４． 事業内容

水道料金のうち、基本料金の一部又は全額を９か月間免除する。
　家事用　三島川之江地域の場合　１か月１，４９０円→　　３９０円（税込）

三島の嶺南地区の場合　１か月１，１００円→ ０円（税込）
土居地域の場合　　　　１か月　　８８０円→ ０円（税込）
新宮地域の場合　　　　１か月１，１００円→ ０円（税込）

　業務用　三島川之江地域の場合　１か月１，８７０円→　　７７０円（税込）
三島の嶺南地区の場合　１か月３，３００円→２，２００円（税込）
土居・新宮地域の場合　１か月１，３２０円→　　２２０円（税込）

１． 担当課 水道局　水道総務課

２． 事業目的

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支
援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水
道料金の基本料金を一律１，１００円（１，１００円以下については全額）免
除する。

水 道 料 金 負 担 軽 減 事 業
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１． 担当課 経済部　産業支援課

２． 事業目的
　食料品等の物価高騰により家計の負担が増す中、市内の商店等で利用できる
商品券を全市民に配布することで、物価高の影響を軽減するとともに、市内で
の消費を下支えし、もって商業の活性化を図ることを目的とする。

３． 事業費総額 ３億１,２００万円

４． 事業費内訳

○消耗品費 ５万円
○通信運搬費 ２,１９５万円
○委託料 ２億９,０００万円

（内訳）業務委託料 ５,０００万円
商品券換金 ２億４,０００万円（３,０００円×８万人）

※委託事業者は、公募型プロポーザル方式において決定

５． 事業内容 市内の登録店舗で利用可能な商品券（全店舗共通券）を全市民に配布する。

６． 対象者
全市民（令和８年５月３１日時点で市内に住民登録のある方）
［参考］令和７年１１月末現在　人口　　７９,５８５人

世帯数　３８,４７０世帯

７． 登録店舗
市内の小売店、飲食店等の各種店舗（要：事前登録）
［参考］令和４年度商品券事業の登録店舗数　４３５店舗

８． 事業実施期間
令和８年５月～令和８年１２月
（取扱店募集、商品券印刷・配布、商品券換金、効果測定 等）

11．
スケジュール

（予定）

令和８年４月 プロポーザル方式による受託者決定
５月 業務委託契約
６月 ～ (８月)　登録店舗募集
８月 商品券配布
８月 ～ 10月　 商品券使用期間
８月 ～ 11月　 商品券換金期間

９． 支給額 市民１人あたり　３,０００円（５００円券×６枚）

10． 配布方法 ゆうパック（世帯主に世帯全員分の商品券を配布）

生活応援商品券事業（しこちゅ～2026生活応援商品券）
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